
 

役員報酬等の支給基準に係る意見聴取について 

１ 趣 旨 

令和2年（2020年）2月12日に公立大学法人熊本県立大学理事長から、地方独立行政
法人法（以下「法」という。）第56条第１項の規定により準用する法第48条第2項の
規定により役員の報酬の基準の変更について、設立団体の長である熊本県知事に対して
届出がありました。 
評価委員会は、法第56条第1項の規定により準用する法第49条第1項の規定により
知事から「役員報酬等の支給基準」の通知を受け、同条第２項の規定により第三者機関
として客観的及び専門的見地から役員の報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合し
たものであるかを精査し、設立団体の長に対し意見を申し出ることができます。 
 
２ 手続に係るイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 変更の概要について    

基準の名称：公立大学法人熊本県立大学役員の給与に関する規則 
① 変更内容 

    熊本県、国の改定に準じ、以下の改定を行った。 
ア 令和元年（2019年）12月の期末手当の支給割合を 1.675月分から 1.725月分
とする。 

イ 令和２年（2020年）6月及び 12月の期末手当の支給割合を、それぞれ 1.675
月分から1.7月分とする。 

  ② 施行日  
３①アについては令和元年（2019年）12月1日、３①イについては令和２年（2020

年）4月1日とする。 

＜参考＞ 

 
改定前 令和元年度（2019年度）改定 令和２年度（2020年度）改定 

6月期 12月期 6月期 12月期 6月期 12月期 

期末手当 1.675 1.675 1.675 1.725 1.7 1.7 

合計 3.35 3.4 3.4 

 

 
① 届出 
法第56条第1
項の規定より
準用する 
法第48条第2
項 
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資料３ 

②通知 
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③意見申出   

法第56条第1項 
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準用する 

法第49条第2項 
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令和元年（２０１９年）１２月  

総務部人事課  

 

令和元年１１月定例県議会において給与関係条例が改正され、併せて関係規則が改正

されました。このことにより、平成３１年４月１日（別に施行日を記載しているものを

除く。）に遡って給与改定が実施されることとなりました。 

給与改定の内容については、以下のとおりです。 

 

１ 給料表 

別添のとおり改定。 

 

２ 住居手当 

住居手当を以下のとおり改正      ［令和２年（２０２０年）４月１日施行］ 

・手当対象となる家賃額の下限を 4,000 円引上げ （12,000 円→16,000 円） 

・手当額の上限を 1,000円引上げ        （27,000 円→28,000円） 

≪経過措置≫ 

  対象者  経過措置 

 R2.3 時点と比較し、住居手当が R2.3 時点の住居手当から、 

Ｒ２年度  500 円超減少する者  500 円を控除した額を支給 

Ｒ３年度  1,000円超減少する者  1,000円を控除した額を支給 

Ｒ４年度  1,500円超減少する者  1,500円を控除した額を支給 

※現在の住居に引き続いて居住する場合に限り適用する。 

 

３ 期末手当・勤勉手当 

支給割合を次のとおり改定。 

【令和元年（２０１９年）１２月期】 

  ① 一般の職員の勤勉手当 ０．９２５月分 → ０．９７５月分 

（特定幹部職員の勤勉手当 １．１２５月分 → １．１７５月分） 

  ② 特定任期付職員・任期付研究員の期末手当 

１．６７５月分 → １．７２５月分 
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【令和２年（２０２０年）６月期及び１２月期】  

   ６月期と１２月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ均等に配分する。 

年間の支給割合は令和元年度（２０１９年度）改定後と同じ。 

 

（参考）期末手当・勤勉手当の支給割合 

 

 

４ 差額支給 

上記１，３の遡及適用に伴い、平成３１年（２０１９年）４月～１２月の間の差額

が支給されます。 

 

支給日：令和元年（２０１９年）１２月２７日（金） 

 

一般職員　　　※（　　）内は特定幹部職員

６月期 １２月期 ６月期 １２月期 ６月期 １２月期

期末手当
１．３

（１．１）
１．３

（１．１）
１．３

（１．１）
１．３

（１．１）

勤勉手当
０．９２５

（１．１２５）
０．９２５

（１．１２５）
０．９２５

（１．１２５）
０．９７５

（１．１７５）
０．９５

（１．１５）
０．９５

（１．１５）

合　　計

再任用職員　 ※（　　）内は特定幹部職員

６月期 １２月期 ６月期 １２月期 ６月期 １２月期

期末手当
０．７２５

（０．６２５）
０．７２５

（０．６２５）
０．７２５

（０．６２５）
０．７２５

（０．６２５）

勤勉手当
０．４５

（０．５５）
０．４５

（０．５５）
０．４５

（０．５５）
０．４５

（０．５５）

合　　計

特定任期付職員及び任期付研究員

６月期 １２月期 ６月期 １２月期 ６月期 １２月期

期末手当 １．６７５ １．６７５ １．６７５ １．７２５ １．７ １．７

合　　計

特別職（知事、副知事、教育長、常勤監査委員、病院事業管理者及び議員）

６月期 １２月期 ６月期 １２月期 ６月期 １２月期

期末手当 １．６７５ １．６７５ １．６７５ １．７２５ １．７ １．７

合　　計

改定前 令和元年度改定後 令和２年度

４．４５ ４．５ ４．５

(改定なし)

改定前 令和元年度改定後 令和２年度

３．３５ ３．４ ３．４

改定前 令和元年度改定後 令和２年度

２．３５ ２．３５ ２．３５

(改定なし)

(改定なし)

改定前 令和元年度改定後 令和２年度

３．３５ ３．４ ３．４
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